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個人・世帯向け各種支援制度 事業者向け各種支援制度
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【 小金井市事業継続支援給付金】

　新型コロナウイルス感染症の拡大に
伴い売上が減少している市内事業者を
対象に、固定費の負担軽減等を図り、
事業継続の支援をすることを目的とし
た、給付金を支給します。
 以下の要件を満たす中小企業者等※支給要件につい
ては、市ホームページをご覧ください
■給付額１対象物件当たり２０万円
■申請期限８月３１日（消印有効）まで
■申請方法市ホームページから申請書をダウンロード
し、提出書類をそろえて、郵送で、経済課産業振興係
（〒１８４−８５０４住所不要・市役所第二庁舎４階☎０４２−
３８７−９８３１）へ

【 感染拡大防止協力金】

■支給額５０万円（２事業所以上で休業等に取り組む事
業者は１００万円）
 東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談セ
ンター（☎０３−５３８８−０５６７＝土曜・日曜・祝日を含む、
午前９時～午後７時）

【 テイクアウト・宅配等を始める飲食店経営
者への支援】
■助成限度額１００万円
 東京都中小企業振興公社経営戦略課業態転換担当
（☎０３−５８２２−７２３２＝土曜・日曜・祝日を除く午前９
時～午後４時３０分） 
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【 持続化給付金】

■給付額渇法人＝２００万円渇個人事業
者＝１００万円（いずれも昨年１年間の
売上からの減少分が上限）
 持続化給付金事業コールセンター
（☎０１２０−１１５−５７０＝土曜・日曜・祝日を含む、午前
８時３０分～午後７時※７月は土曜・祝日を除く）

【 雇用調整助成金】

　事業主が雇用維持のために要した休
業手当などの費用の一部を助成する制
度です。
 渇ハローワーク立川（☎０４２−５２５−
８６０９＝土曜・日曜・祝日を除く午前８時３０分～午後５
時１５分）渇ハローワーク助成金事務センター（☎０３−
５３３７−７４１８＝土曜・日曜・祝日を除く午前９時～午後
５時１５分）

【 小学校休業等対応助成金（企業向け）】

　有給休暇を取得させた企業に対する助成金です。
 学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金等コー
ルセンター（☎０１２０−６０−３９９９＝土曜・日曜・祝日を
含む、午前９時～午後９時）

【 小学校休業等対応支援金（委託を受けて
個人で仕事をする方向け）】
　契約した仕事ができなくなった、個
人で仕事をする保護者への支援金で
す。
 学校等休業助成金・支援金、雇用調
整助成金等コールセンター（☎０１２０−６０−３９９９＝土
曜・日曜・祝日を含む、午前９時～午後９時）
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【 国民健康保険・後期高齢者医療保険の傷病手当金を
支給】
 国民健康保険・後期高齢者医療保険の被保険者（給与等の支払い
を受けている者に限る）のうち、新型コロナウイルス感染症に感染
した者または発熱等の症状があり同感染症の感染が疑われる者で、
療養のため労務に服することができない者（個人事業主は対象外）
■支給期間労務に服することができなくなった日から起算して３日
を経過した日から労務に服することができない期間
■支給額直近の継続した３か月間の給与収入の合計額を就労日数で
除した金額×２／３×日数
※給与等の全部または一部を受けることができる場合は、支給額を
調整または支給しない場合があります
■適用期間令和２年１月１日～９月３０日の間で療養のため就労する
ことができない期間（ただし、入院が継続する場合等は最長１年６
か月まで）
■申請方法
　申請する場合は、必ず事前にお問い合わせください。
渇国民健康保険
　申請書は、市ホームページからダウンロードできます。
渇後期高齢者医療保険
　申請書は、東京都後期高齢者医療広域連合ホームページからダウ
ンロードできます。
 渇国民健康保険＝保険年金課国民健康保険係（☎０４２−３８７−
９８３３）
渇後期高齢者医療保険＝都後期高齢者医療広域連合お問合せセンタ
ー（☎０５７０−０８６−５１９）

【 高齢者のみ世帯の冷房機器等の購入・設置費の助成】

 申請日現在、小金井市に住民登録のある方で、次の要件をすべて
満たす方渇６５歳以上のひとり暮らしの方または６５歳以上の高齢者の
みの世帯の方渇自宅にエアコン（故障中のものを含む）が未設置の
世帯の方※生活保護受給世帯の方は除く
■助成対象機器６月１日～７月３１日に購入したエアコン・冷風機・
冷風扇・扇風機・サーキュレーター・除湿機の中から２点まで
 予算に達し次第終了
■助成金額合計５万円を上限（１世帯１回）
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■申請書配布場所介護福祉課※申請書の取得が困難な方はお問い合
わせください
 ８月３１日（消印有効）までに、郵送で必要事項を明記した申請書、
購入製品名・金額・購入日・型式記載の領収証またはレシートの写
し、製品の保証書写し、申請者名義の通帳の写し（金融機関名、店
番号、預金種別、口座番号のわかるもの）を介護福祉課高齢福祉係
（〒１８４−８５０４住所不要・市役所第二庁舎２階☎０４２−３８７−９８４３）へ

【 就学援助制度】

　市内にお住まいで国立および公立の小・中学校に通学し、経済的
な理由により教育費の支払いにお困りの保護者の方に教育費の一部
を援助しています。
 学務課学務係（☎０４２−３８７−９８７４）

【 就学援助準要保護世帯に学校給食費相当額を支給】

　令和２年度の就学援助準要保護世帯に対して、市立小・中学校の
臨時休業期間中の学校給食費に相当する額を支給します。
※平成３１年度については支給済み
 学務課学務係（☎０４２−３８７−９８７４）

【 保育園の登園自粛に伴う保育料の負担軽減】

　認可保育所、地域型保育施設、認定こども園の０～２歳児を対象
に、登園を自粛していただいた日数により保育料を軽減します。詳
細が決まり次第、市からお知らせします。
 保育課保育係（☎０４２−３８７−９８４６）

【 学童保育所の登所自粛に伴う育成料の負担軽減】

　学童保育所の登所を自粛していただいた日数により育成料を軽減
します。詳細が決まり次第、市からお知らせします。
 児童青少年課学童保育係（☎０４２−３８７−９８４７）

【 タクシー券等の配布】

　妊娠中の方に対し、タクシー券の機能を兼ねたチケットを配布し
ます。
 健康課健康係（☎０４２−３２１−１２４０）
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【 市税、国民健康保険税、後期高齢者医
療保険料、介護保険料の猶予】
　市税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、
介護保険料の納付が困難な方のために、申請によ
り、条件を満たすと徴収猶予を受けることができま
す。
 渇市税、国民健康保険税＝納税課納税係（☎０４２
−３８７−９８２３）渇後期高齢者医療保険料＝保険年金課
高齢者医療係（☎０４２−３８７−９８３４）渇介護保険料＝
介護福祉課介護保険係（☎０４２−３８７−９９２１）

【 国税の猶予】

　申請による国税の納税猶予制度があります。
 国税局猶予相談センター（☎０１２０−９４８−２７１＝土
曜・日曜・祝日を除く、午前８時３０分～午後５時）

【  水道料金、下水道使用料の猶予】

　水道料金、下水道使用料の支払いが一時的に困難
な方に、支払いを猶予する制度があります。電話で
申し出をすると、その日から最長で４か月、支払い
を猶予します。
 都水道局多摩お客さまセンター（ナビダイヤル☎
０５７０−０９１−１０１、ナビダイヤルを利用できない場合
☎０４２−５４８−５１１０＝いずれも日曜・祝日を除く午前
８時３０分～午後８時）

【 国民年金保険料の納付の免除・猶予】

　申請により国民年金保険料の納付を免除したり、
猶予することができる場合があります。
 日本年金機構立川年金事務所（☎０４２−５２３−０３５２
＝土曜・日曜・祝日を除く午前８時３０分～午後５時
１５分）、ねんきん加入者ダイヤル（ナビダイヤル☎
０５７０−００３−００４、ナビダイヤルを利用できない場合
☎０３−６６３０−２５２５＝月曜～金曜日は午前８時３０分～
午後７時、第２土曜日は午前９時３０分～午後４時）
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【 緊急小口資金】

 休業等により収入が減少
し、緊急かつ一時的な生活維
持のために貸付を必要とする
世帯
■貸付額２０万円以内
■受付場所市社会福祉協議
会、中央労働金庫（郵送のみ）
 個人向け緊急小口資金・総
合支援資金相談コールセンタ
ー（☎０１２０−４６−１９９９＝ 土
曜・日曜・祝日を含む、午前
９時～午後９時）
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【 総合支援資金】

 収入の減少や失業等により
生活に困窮し、日常生活の維
持が困難になっている世帯
■貸付額渇２人以上の世帯＝
月額２０万円以内渇単身世帯＝
月額１５万円以内
■受付場所市社会福祉協議会
 都社会福祉協議会（☎０３−
３２６８−７１７１）、市社会福祉協
議会（☎０４２−３８６−０２９４）
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【 特別定額給付金】

　詳しくは、特集号１面をご覧ください。

【 子育て世帯への臨時特別給付金】

 令和２年４月分（１５歳に達する日以後の最初の年度末を経
過し、４月分が対象外となる方は３月分）の児童手当受給者
（特例給付該当者は除く）
■給付額児童１人当たり１万円
■支給公務員以外の方（申請不要）は６月中旬に児童手当振
込口座に振込。公務員の方（申請必要）は７月下旬以降順次
 子育て支援課手当助成係（☎０４２−３８７−９８３９）

【 児童扶養手当受給者支援臨時特別給付金】

　ひとり親世帯を支援する観点から、児童扶養手当受給者に
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対し、臨時・特別の措置として、給付金を支給します。
 令和２年５・６月分の児童扶養手当受給者（対象者には案
内を送付。申請不要）
■支給７月中旬に児童扶養手当の令和２年５・６月分と同じ
額を同手当振込口座に振込
 子育て支援課手当助成係（☎０４２−３８７−９８３９）

【 住居確保給付金】

 離職、やむを得ない休業等によって、収入を得る機会が減
少した方（支給要件はお問い合わせください）
■支給上限額（例）５３,７００円～６９,８００円（世帯人数による。原
則３か月間）
 自立相談サポートセンター（☎０４２−３８６−０２９５）
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　融資の利用をご検討の方は、まずはお近くの金融機
関にご相談ください。

【 新型コロナウイルス感染症対策緊急資金】

　新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少
している中小企業向けの融資メニューを設けていま
す。
 経済課産業振興係（☎０４２−３８７−９８３１）

【 セーフティネット保証４号・５号、危機関
連保証】
　信用保証協会が、通常の保証限度額とは別枠で借入
債務を保証する制度です。
 経済課産業振興係（☎０４２−３８７−９８３１） 
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【 東京都の中小企業向け融資】

　融資の受け付けは取扱指定金融機関
で行っています。
 都産業労働局金融部金融課（☎０３−
５３２０−４８７７＝土曜・日曜・祝日を除く
午前９時～午後５時）

【 日本政策金融公庫・商工組合中央金庫の
貸付等】
　経営が悪化した事業者を対象にした
貸付制度があります。
 日本政策金融公庫渇中小企業の方＝
立川支店（☎０４２−５２８−１２６１）渇個人
企業・小企業の方＝三鷹支店（☎０４２２−４３−１１５１）、
商工組合中央金庫（☎０１２０−５４２−７１１）
※いずれも土曜・日曜・祝日を除く午前９時～午後５
時（窓口営業は３時まで）
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貸付制度

新型コロナウイルス感染症関連　各種支援制度を紹介します ※詳しくは、市ホームページ
をご覧ください
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